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ＪＡＳＤＡＱ・ヘラクレスの市場統合に伴う諸制度の整備について（案） 

 

 

平 成 2 2 年 ２ 月 1 6 日 

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 
株式会社ジャスダック証券取引所  

 

Ⅰ  趣 旨 

現在，株式会社大阪証券取引所（以下「大証」）と株式会社ジャスダック証券取引所（以下「ジャスダック」）は，平成 22

年４月１日を合併期日とした経営統合を予定しているが，大証の開設する市場であるニッポン・ニュー・マーケット－「ヘ

ラクレス」（以下「ヘラクレス」）とジャスダックの開設する市場であるＪＡＳＤＡＱ及びＮＥＯを，平成 22 年 10 月を目途

に新たに開設する新興市場（以下「ＪＡＳＤＡＱ市場」）に統合することとし，関連する上場制度及び売買制度等の諸整備

を行うこととする。 
 
新しいＪＡＳＤＡＱ市場の基本理念は，『新しい産業や中堅・中小企業に幅広くエクイティ資金を供給することを通じて，

その成長を支援するとともに，投資者にとって魅力的な投資機会を提供』することである。また，①信頼性，②革新性，③

地域性・国際性という３つの市場コンセプトを掲げ，当面は，投資者・上場会社・証券会社はもとより，起業家・監査法人・

ベンチャーキャピタルといった，幅広い市場関係者と円滑な意思疎通を行いながら，持続的に発展する国内 大の新興市場

としての基盤を固め，米国ＮＡＳＤＡＱ市場のような，オリジナリティー溢れた世界のベンチマークとなる新興市場となる

ことを目指すこととしたい。 
 
なお，市場統合時には，現行のヘラクレス，ＪＡＳＤＡＱ及びＮＥＯの上場銘柄は，ＪＡＳＤＡＱ市場の上場銘柄として

引き継がれることとし，改めて上場申請を行う必要はなく，新たに適用する規則については，市場統合により投資者及び上

場会社に不利益変更を生じさせることのないよう，必要に応じて経過措置を設けることとする。 
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また，市場統合により，大証の規則上，現行ヘラクレスに係る有価証券上場規程関係の規程及び経営統合時に新設される

予定のＪＡＳＤＡＱ及びＮＥＯに係る規程を廃止し，新たな統合市場のための諸規則において，次に掲げる所要の整備を図

ることとする。 
 

Ⅱ 概 要 

項 目 内 容 備 考 

Ⅰ  目 的 ・ 新しい産業や中堅・中小企業に幅広くエクイティ資金

を供給することを通じて，その成長を支援するとともに，

投資者にとって魅力的な投資機会を提供することを目的

として，当該企業の有価証券に係る上場制度を設けるこ

ととし，あわせて取引参加者制度及び売買制度等につい

て整備することとする。 

・ ＪＡＳＤＡＱ市場への上場については，新設される有

価証券上場規程の特例（以下「ＪＡＳＤＡＱ特例」）にお

いて定める。 

 

・ ＪＡＳＤＡＱ市場は，現行の大証にお

ける市場第一部及び市場第二部とは異な

る新たな新興市場として新設する。 

・ 現行ヘラクレス及び経営統合時に新設

される予定のＪＡＳＤＡＱ及びＮＥＯに

係る特例は廃止する。 

Ⅱ 上場制度   

１  開設市場 ・ 大証が開設する金融商品取引市場は，競争売買市場，

ＪＡＳＤＡＱ市場，Ｊ－ＮＥＴ市場とする。 

 

・ 経営統合時点では，大証において，競

争売買市場,Ｊ－ＮＥＴ市場，ＪＡＳＤＡ

Ｑ，ＮＥＯ，立会外取引市場が開設され

ることとなるが，市場統合時に，これら

の市場を上記目的に応じて整理統合す

る。 
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項 目 内 容 備 考 

２ 市場区分 ・ ＪＡＳＤＡＱ市場においては，一定の事業規模と実績

を有し，事業の拡大が見込まれる企業群を対象とした「ス

タンダード」と，特色ある技術やビジネスモデルを有し，

将来の成長可能性に富んだ企業群を対象とした「グロー

ス」の２つの市場区分を設ける。 

・ 「スタンダード」と「グロース」は，

新しいＪＡＳＤＡＱ市場における２つの

市場区分として新設し，それぞれに新規

上場審査基準，上場管理基準及び上場廃

止基準を有することとする。 

 

３ 対象有価証券 ・ 今般，統合を予定している市場が，新興市場であると

いう特性を考慮し，ＪＡＳＤＡＱ市場の上場対象有価証

券を見直すこととする。 

 

・ 市場統合前と市場統合後の対象有価証

券は別紙のとおり。 

 

４ 現行市場における

上場会社の取扱い 

・ 現行ヘラクレス，現行ＪＡＳＤＡＱ及びＮＥＯの上場

会社は，ＪＡＳＤＡＱ特例の施行日において，新設され

るＪＡＳＤＡＱ市場の上場制度に基づき上場していたも

のとみなす。 

・ 原則として，現行ヘラクレス（スタンダード）及び現

行ＪＡＳＤＡＱの上場会社は，ＪＡＳＤＡＱ市場（スタ

ンダード）に上場していたこととし，現行ヘラクレス（グ

ロース）及び現行ＮＥＯの上場会社は，ＪＡＳＤＡＱ市

場（グロース）に上場していたものとする。 

 

 

 

 

・ ＪＡＳＤＡＱ市場への移行に際し，既

上場会社からの事前申請があった場合に

は，左記原則によらず，大証における審

査を経て，市場統合日までに移行する市

場区分を決定することとする。 
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項 目 内 容 備 考 

５ 上場申請の手続き   

(1) 申請主義 ・ 上場審査は，新規上場申請者の申請に基づき行う。 

 

 

(2) 申請書類 

 

・ 上場申請は，有価証券上場申請書の他，次の書類及び

その他大証が定める書類を提出することにより行う。 

・ 有価証券上場申請書には，スタンダー

ド又はグロースの別を記載するものとす

る。 
 ① 上場申請のための有価証券報告書 ・ 記載内容は有価証券届出書に準じる。 
 ② 上場申請のための四半期報告書 ・ 上場申請に係る有価証券の上場日に応

じ，上場日の直近の四半期に係るものを

提出することとする。 
・ これに伴い，現行ＪＡＳＤＡＱにおい

て提出を求めている，直前事業年度の第

３四半期に係る「上場申請のための四半

期報告書」については提出を求めないこ

ととする。 
 ③ ＪＡＳＤＡＱ新規上場申請レポート（通称『ＪＱレ

ポート』） 

・ 現行ＪＡＳＤＡＱにおける「上場申請

のための報告書」及び現行ヘラクレスに

おける，「ニッポン・ニュー・マーケット

－「ヘラクレス」確認資料」（以下「確認

資料」）を廃止し，市場関係者の意見を踏

まえつつ，より深度があり，かつ，実効

性のある上場審査業務に資するため，新

たに『ＪＱレポート』として新設する。 
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項 目 内 容 備 考 

・ ただし，施行日後１年間は，現行ＪＡ

ＳＤＡＱにおける「上場申請のための報

告書」又は現行ヘラクレスにおける「確

認資料」に，大証が定める追加資料を添

付した資料を，『ＪＱレポート』に替えて

提出できることとする。 
 

(3) 上場審査 

 

・ 上場審査は，新規上場申請者及びその企業グループを

対象に，上場審査基準（形式基準）に適合するものにつ

いて，審査（実質審査）を行う。 

・ 現行ＮＥＯにおいては，成長可能性の

ある新技術を有していることを審査基準

としているため技術の実在性を確認する

ことを目的として新規上場申請前に技術

評価手続きを実施しているが，新ＪＡＳ

ＤＡＱでは技術に関する評価を実質審査

において確認することとする。 

 
(4) 略式審査制度 ・ 新規上場申請者が国内の金融商品取引所に上場されて

いる株券の発行者である場合は，既上場会社であること

を踏まえ，当該申請者の開示実績が良好である場合に，

その状況を勘案して企業内容の開示の適正性に係る審査

を略式化する対応を行う。 

・ 国内の金融商品取引所には，大証を含

む。以下同じ。 

・ 大証が開設する市場に上場されている

株券について，市場区分変更審査を行う

場合の取扱い対象を，国内の金融商品取

引所に上場されている株券に拡大する。 
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項 目 内 容 備 考 

Ⅲ 上場審査基準   

１ 上場審査基準 

（形式基準） 

  

(1) スタンダード   

ａ 公開株式数 ・ 上場時の公募又は売出し株式数が上場株式数の 10％又

は 1,000 売買単位のいずれか多い株式数以上であるこ

と。 
 

・ 新規上場申請者が国内の金融商品取引

所に上場されている株券の発行者である

場合で，浮動株式数が 1,000 単位以上で

あるときは，適用しない。 
ｂ 株主数 ・ 上場の時までに株主数が 300 人以上になる見込みのあ

ること。 

 

 

ｃ 浮動株時価総

額 

・ 上場日における浮動株時価総額が５億円以上になる見

込みのあること。 

・ 浮動株の定義は，上場株式のうち，役

員が所有する株式，自己株式，上場株式

数の10％以上を所有する株主が所有する

株式（信託銀行，証券金融会社，預託証

券に係る預託機関等がその業務のために

所有する株式であり，実質的に 10％以上

を所有するものではないと認められる株

式を除く。）及び役員以外の特別利害関係

者の所有する株式（新規上場の場合に限

る。）を除いた株式とする（現行ヘラクレ

スと同じ。）。 
・ 浮動株時価総額とは，上場に係る公募・

売出し価格（既上場会社にあっては，当
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項 目 内 容 備 考 

該公募・売出価格と１か月間の終値の

低価格のいずれか低い価格）に浮動株式

数を乗じて得た額をいう。 

ｄ 純資産の額 ・ 上場申請日の直前事業年度の末日における純資産の額

が２億円以上であること。 

 

ｅ 利益の額 

 

・ 上場申請日の直前事業年度における経常利益及び税金

等調整前当期純利益が１億円以上であること。 

・ ただし，上場日における上場時価総額が 50 億円以上と

なる見込みのある場合には，利益の額は問わないものと

する。 

 

ｆ 虚偽記載又は

不適正意見等 

 

・ 近２事業年度において虚偽記載がないこと。 

・ 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監

査報告書及び中間監査報告書又は四半期レビュー報告書

において，「無限定適正意見」（直前事業年度の前事業年

度については，「無限定適正意見」又は「除外事項を付し

た限定付適正意見」），「有用な情報を表示している旨の意

見」又は「無限定の結論」が記載されていること。 

・ 現行ヘラクレスと同じ。 

ｇ その他 ・ 株式事務を株式事務代行機関に委託しているか又は当

該株式事務代行機関から受諾する旨の内諾を得ているこ

と。 

 

 ・ 単元株式数が，上場時に 100 株となる見込みのあるこ

と。 

・ 国内の他の金融商品取引所に上場され

ている内国株券及び日本証券業協会が指

定するグリーンシート銘柄を除く。 
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項 目 内 容 備 考 

 ・ 上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていない

こと。 

・ 指定振替機関における取扱いの対象であること又は上

場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。 

 

 

(2) グロース   

ａ 純資産の額 ・ 上場申請日の直前事業年度末の純資産の額は正である

こと。 

 

ｂ その他 ・ 利益の額を除き，スタンダードと同じ。 ・ 利益の額に関する形式基準は設けない。 

２ 上場審査 

（実質基準） 

  

(1) スタンダード   

ａ  企 業 の 存 続 

性 

・ 事業活動の存続に支障を来す状況にないこと。 ・ 外部経営環境及び内部経営資源等の状

況から，今後の事業活動の存続に支障を

来す状況にないことを確認する。 

ｂ 健全な企業統

治及び有効な内

部管理体制の確

立 

・ 企業規模に応じた企業統治及び内部管理体制を確立し

ていること。 

・ 「企業のコーポレート・ガバナンス及

び内部管理体制の有効性」に，現行の「企

業経営の健全性」のうち役員体制に関す

る事項を合わせた審査項目を追加する。 

・ 役員体制，経営管理組織や会計組織が

適切に整備，運用されていることを確認

する。 
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項 目 内 容 備 考 

ｃ 企業行動の信

頼性 

・ 上場後において市場を混乱させる企業行動を起こす見

込みのないこと。 

・ 「企業経営の健全性」のうち，関連当

事者取引，親会社からの独立性に関する

項目に，上場会社が行う企業行動につい

て適切な対応を求める事項を審査項目と

して追加する。 

  ・ ①不当な関連当事者取引を行っていな

いこと，②経営陣が上場する意義・責任

に関する識見を有していること，③企業

行動規範を遵守する状況にあること，④

直前事業年度の末日から起算して３年以

内に新規上場申請者が解散会社となる合

併等を行う予定がないことについて確認

する。 

ｄ 企業内容等の

開示の適正性 

・ 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあ

ること。 

・ 新規上場申請者が，新規上場申請者の

議決権の過半数を実質的に所有している

親会社を有している場合には，当該親会

社が上場会社であるなど，当該親会社の

開示が有効であることを求める。 

ｅ その他 ・ その他公益又は投資者保護の観点から必要と認める事

項 
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項 目 内 容 備 考 

(2) グロース   

ａ 企業の成長可

能性 

・ 成長可能性を有していること。 ・ 経営計画において，申請事業年度以降，

持続的成長を達成することができる合理

的な見込みがあることを確認する。 

・ ただし，将来において持続的成長が見

込まれる先行投資型企業である場合は，

経営計画において，概ね５年以内に当期

純利益が計上できる合理的な見込みがあ

ることを確認する。 

ｂ 成長の段階に

応じた健全な企

業統治及び有効

な内部管理体制

の確立 

・ 成長の段階に応じた企業統治及び内部管理体制を確立

していること。 

・ 「企業のコーポレート・ガバナンス及

び内部管理体制の有効性」に，現行の「企

業経営の健全性」のうち役員体制に関す

る事項を合わせた審査項目を追加する。 

  ・ 役員体制，経営管理組織や会計組織が，

成長の段階に応じて適切に整備，運用さ

れていることを確認する。 

  ・ グロースへの新規上場会社については，

成長段階にあることを考慮して，企業行

動規範の一部（監査役会・会計監査人の

設置，会社法上の内部統制システム整備

に係る決定等）につき，上場日から１か

年を経過した日以後 初に終了する事業
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項 目 内 容 備 考 

年度の末日から起算して３か月目の日を

迎えたときから適用する。 

ｃ 企業行動の信

頼性 

・ スタンダードと同じ。  

ｄ 企業内容等の

開示の適正性 

・ スタンダードと同じ。  

ｅ その他 ・ スタンダードと同じ。 

 

 

Ⅳ 上場管理   

(1) スタンダード及

びグロース共通 

  

ａ 監視区分の新

設 

 

・ 市場に混乱を与える恐れのある問題行動を起こした上

場会社や債務超過等の上場廃止基準に基づく猶予期間に

入る銘柄について，迅速に投資者及び市場関係者に周知

を図るための「監視区分」を新設する。 

・ 監理銘柄及び整理銘柄については，現

行どおり。 

 ・ 監視区分への指定及び解除等の運用については，必要

な事項を別途定める。 

・ 指定の対象となる銘柄は，①特設注意

市場に指定されている銘柄，②株券上場

廃止基準の取扱いに基づく猶予期間入り

となっている銘柄，③適時開示規則及び

企業行動規範の違反に係る警告措置を受

け５年が経過していない銘柄等とする。 
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項 目 内 容 備 考 

(2) グロース   

ａ 中期経営計画

策定の義務化 

 

・ 年に１度，中期経営計画（３か年の経営計画）を策定

することとし，遅滞なく当該計画を大証に提出すること

とする。 

・ 当該計画の内容に変更が生じた場合には，遅滞なく当

該変更内容について記載した書面を提出するものとす

る。 

・ 提出された経営計画は，大証が公衆の縦覧に供するこ

とに同意するものとする。 

 

・ 成長可能性を有した企業の上場を認め

ることから，グロース上場会社における

経営計画の進捗状況及びその要因，並び

に今後の進捗についての見通し及び前提

条件を盛り込んだ内容について， 低年

１度の中期経営計画策定及び公表を義務

化する。 

  ・ 中期経営計画の参考様式は，別途定め

ることとする。 

・ 施行日前日時において現行ＮＥＯに上

場する会社は，中期経営計画の策定に代

えて，市場統合日までに開示された「マ

イルストーン開示」に記載されている今

後の業績目標の期間が終了するまでの

間，従前の「マイルストーン開示」を引

き続き行うものとする。 

・ 現行ヘラクレス（グロース）上場会社

がグロース上場会社となる場合，平成 23

年４月以後に開始する事業年度から適用

する。 
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項 目 内 容 備 考 

ｂ 投資者向け説

明の義務化 

・ 提出された中期経営計画に基づいて， 低年に１回，

投資者向けの説明会又は投資者向け説明会の開催に相当

する活動を実施することを義務付ける。 

・ グロース上場会社における投資者に対

する適正な説明機会を確保する観点か

ら，中期経営計画に基づいた投資者向け

説明を義務化する。 

・ 現行ＪＡＳＤＡＱ上場会社に課せられ

ているＩＲ規則は廃止する。 

・ 現行ヘラクレス（グロース）上場会社

がグロース上場会社となる場合，平成 23

年４月以後に開始する事業年度から適用

する。 

 

(3) 市 場 区 分 の 変 

更 

 

・ 上場株券における市場区分（スタンダードからグロー

ス又はグロースからスタンダード）の変更については，

当該区分に上場している株券の発行者からの申請により

行う。 

 

・ 市場区分の変更審査は，別に定める市

場区分変更審査基準に基づき行う。 

 

(4) 上場市場の変更 ・ 上場株券における市場（市場第一部・第二部からＪＡ

ＳＤＡＱ市場又はＪＡＳＤＡＱ市場から市場第一部・第

二部）の変更については，当該市場に上場している株券

の発行者からの申請により行う。 

 

 

 

・ 上場市場の変更審査は，別に定める上

場市場変更審査基準に基づき行う。 
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項 目 内 容 備 考 

Ⅴ 上場廃止基準   

(1) スタンダード及

びグロース共通事

項 

  

ａ 浮動株式数 ・ 事業年度の末日において 500 単位未満となった場合に

おいて，１か年以内に 500 単位以上とならないとき。 

・ 浮動株の定義は，上場株式のうち，役

員が所有する株式，自己株式及び上場株

式数の10％以上を所有する株主が所有す

る株式（信託銀行，証券金融会社，預託

証券に係る預託機関等がその業務のため

に所有する株式であり，実質的に 10％以

上を所有するものではないと認められる

株式を除く。）を除いた株式とする（現行

ヘラクレスと同じ。）。 
・ 新規上場審査基準における形式基準（

低公開株式数 1,000 単位）の半分の水準

を上場廃止基準の抵触事由とする。 

・ 現行ヘラクレスにおいては当該基準が

導入されていることから，施行日から適

用する。 

・ 現行ＪＡＳＤＡＱ及びＮＥＯにおいて

は新設基準となることから，経過措置と

して，平成 25 年４月以後に開始する事業

年度から適用する。 



 

- 15 - 
 

項 目 内 容 備 考 

ｂ 株主数 ・ 事業年度の末日において 150 人未満となった場合にお

いて，１か年以内に 150 人以上とならないとき。 

・ 新規上場審査基準における形式基準

（300 人以上）の半分の水準を上場廃止

基準の抵触事由とする（現行ＪＡＳＤＡ

Ｑ及びＮＥＯと同程度。）。 

・ 施行日から適用する。 

ｃ 浮動株時価総

額 

・ 事業年度の末日において２億 5,000 万円未満となった

場合において，１か年以内に２億 5,000 万円以上となら

ないとき。 

・ 新規上場審査基準における形式基準（５

億円以上）の半分の水準を上場廃止基準

の抵触事由とする。 

・ 施行日前日時点において現行ヘラクレ

ス（スタンダード）に上場する会社につ

いては，現行基準が５億円であることを

鑑み，施行日より適用を開始する（既に

監理銘柄に指定されている場合におい

て，施行日時点で当該基準に該当してい

る銘柄は上場廃止の猶予期間入り銘柄と

して取扱う。）。 

・ 現行ＪＡＳＤＡＱ及びＮＥＯにおいて

は新設基準となることから，経過措置と

して，平成 25 年４月以後に開始する事業

年度から適用する。 
・ それまでの間は，従前の時価総額に基

づく廃止基準を適用する。 
・ 上場廃止基準について，現下の株式市
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項 目 内 容 備 考 

場の状況に鑑み適用されている取扱いの

一部変更措置は，その適用期間中は同様

の対応とする。 

  ・ 施行日前日時点において現行ヘラクレ

ス（グロース）に上場する会社について

は，現行基準（１億円）からの引き上げ

となるため経過措置として平成 25 年４

月以後に開始する事業年度から適用する

こととし，それまでの間は従前の浮動株

時価総額に基づく廃止基準を適用する。 

ｄ 業績 ・ ４年間継続して営業利益及び営業活動によるキャッシ

ュ・フローが負の場合において，１か年以内に営業利益

又は営業活動によるキャッシュ・フローが正とならない

とき。 

・ ビジネスモデルが崩壊した上場会社を

放置することは，市場の信頼性をき損す

るものであるとの考えから，業績に係る

上場廃止基準を新設する。 

・ 施行日以後，新たにＪＡＳＤＡＱ市場

（グロース）に上場する会社については，

成長可能性に着目した市場区分特性を踏

まえ，新規上場後５年間は適用を猶予す

る。 

・  経過措置として，現行ヘラクレス，現

行ＪＡＳＤＡＱ及びＮＥＯ上場会社につ

いては，平成 23 年４月以後に開始する事

業年度を１年目として取扱う。 
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項 目 内 容 備 考 

ｅ 債務超過 ・ 債務超過となった場合において，１か年以内に債務超

過の状態でなくならなかったとき。 

・ 施行日前日時点で現行ヘラクレス（グ

ロース）に上場する会社については，当

該会社の新規上場後３年間は適用を猶予

する（現行へラクレス（グロース）に上

場する会社に対する取扱いの継続。）。 

ｆ 株価 ・ 株価が 10 円未満となった場合において，３か月以内に

10 円以上とならないとき。 

・ 対象となる株価は，月末終値と月平均価格のいずれか

低い価格とする。 

・ 売買管理の面からも問題があり，一定

期間著しく低位にとどまるような市場評

価を受ける上場銘柄を上場廃止の対象と

する。 

・ 経過措置として，平成 23 年４月以後の

売買から適用を開始する。 

 

(2) グロース   

ａ 利益計上（黒字

化） 

・ 申請事業年度において営業利益の額が負であった企業

が，上場後 10 年間において一度も営業利益を計上（黒字

化）していない場合。 

・ 経過措置として，既上場会社について

は，平成 23 年４月以後に開始する事業年

度を１年目として扱う。 
 

ｂ その他 ・ 利益計上を除き，スタンダードと同じ。 
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項 目 内 容 備 考 

Ⅵ その他上場制度   

(1) 現行ヘラクレス

（グロース）上場会

社の取扱い 

・ 施行日前日時点で現行ヘラクレス（グロース）に上場

する会社は，当初からグロースに上場していたものとし

て取扱うこととするが，施行日以後においてスタンダー

ドへの市場区分変更の申請を行う場合は，従前のとおり

形式審査のみ行うこととする。 

 

・ 現行ヘラクレスにおける所属変更審査

では実質審査を行っていないことに対す

る激変緩和措置。 

・ 上記措置は，施行日以後１か年の猶予

期間とする。 

(2) 上場審査基準 ・ 施行日前日時点で，現行市場に上場申請を行っている

新規上場申請者には，当該現行市場の新規上場審査基準

を適用する。 

・ 施行日前日時点で，現行市場において

上場申請を行っている新規上場申請者

（上場承認後上場に至っていない新規上

場申請者を含む。）は，施行日以降も引き

続き上場申請しているものとみなす。 

 

(3) 上場廃止基準に

基づく措置の取扱

い 

・ 施行日前日時点において，現行上場市場における上場

廃止基準に基づく猶予期間に入っている銘柄について

は，現行上場市場の基準により上場廃止の判断を行う。

・ 施行日前日時点において，特設注意市場の指定を受け

ている銘柄については，施行日前日時点における現行上

場市場の基準により特設注意市場銘柄の解除の判断を行

う。 

・ ＪＡＳＤＡＱ市場において廃止される

現行上場市場の上場廃止基準に基づく措

置については，施行日において当該措置

の対象から解除する。 

(4) 企業行動規範の

取扱い 

・ 現行ＪＡＳＤＡＱ及びＮＥＯ上場会社のうち，企業行

動規範の一部（監査役会・会計監査人の設置，会社法上

の内部統制システム整備に係る決定等）につき，上場日

・ 現行ＪＡＳＤＡＱ及びＮＥＯにおいて，

企業行動規範施行後に新規上場した会社

に対する激変緩和措置。 
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項 目 内 容 備 考 

から１か年を経過した日以後 初に終了する事業年度の

末日から起算して３か月目の日を迎えたときから適用す

ることとなっている会社については，従前どおりの適用

開始時期とする。 

 ・ 施行日以後１年間に新規上場する会社については，企

業行動規範の一部（監査役会・会計監査人の設置，会社

法上の内部統制システム整備に係る決定等）につき，上

場日から１か年を経過した日以後 初に終了する事業年

度の末日から起算して３か月目の日を迎えたときから適

用する。 

 

・ 現行ＪＡＳＤＡＱ及びＮＥＯを目指し

て上場準備していた会社に対する激変緩

和措置。 

 

(5) 上場審査料及び

上場手数料等 

・ 上場審査料は 200 万円（定額）とする。 

・ 上場手数料は 600 万円（定額）とする。 

・ 年賦課金は，時価総額 1,000 億円以下の場合，年額 100

万円とし，同 1,000 億円超の場合，年額 120 万円とする。

・ 追加上場手数料は，公募等の場合は調達金額の万分の

８（上限 6,000 万円），優先株の転換・新株予約権の行使

等による株式数の増加の場合は同万分の１とする。 

・ 監理銘柄（審査中）に指定されている銘柄に対する審

査時及び特設注意市場に指定されている銘柄の内部管理

体制の確認時に，上場管理料として 100 万円を請求する

ことができるものとする。 

 

・ 上場会社の故意又は重過失により改善

措置が求められる場合には，上場管理上

の負荷に応じた上場管理料を課すことと

する。 

・ 大証における市場第一部及び市場第二

部においても，上場管理上の負荷に応じ

た上場管理料を課す方向で別途検討す

る。 
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項 目 内 容 備 考 

・ 適時開示規則及び企業行動規範に基づく改善報告書を

提出した上場会社において，改善措置の実施状況及び運

用状況を記載した報告書（改善状況報告書）を提出した

場合にも，同じく上場管理料として 50 万円を請求するこ

とができるものとする。  

・ ＴＤｎｅｔ利用料は，年額８万 5,000 円とする。 

 

 

 

 

 

 

・ ２月末日に４～９月分を，８月末日に

10～翌年３月分を納入する。 

Ⅶ 取引参加者制度の

整備について 

  

１ 市場統合に際して

の取引資格の取扱い 

・ 大証における現物取引参加者が，市場統合によりＪＡ

ＳＤＡＱ市場に移行されることとなる現行ヘラクレス上

場銘柄の売買が行えなくなることから，市場統合日の前

日の時点で大証の現物取引資格を有する参加者のうち，

ジャスダック取引資格を有していない参加者に対して

は，ジャスダック取引資格を付与することとする。 

 

・ 当該取引資格の付与に際しては，参加

者参加金は免除する。 

・ 当該取引資格付与を希望しない参加者

は，その旨を申し出ることで付与を受け

ないことができるものとする。 

２ 取引所取引許可業

者が取得できる資格

の種類 

・ 取引所取引許可業者は，ジャスダック取引資格を取得

できるものとする。 
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項 目 内 容 備 考 

３ ＩＰＯ取引参加者 ・ ＩＰＯ取引参加者は，大証の市場において当該ＩＰＯ

取引参加者が作成した推薦書を提出したＪＡＳＤＡＱ市

場の上場会社が発行する有価証券の売買についても，行

うことができるものとする。 

・ 経営統合時点では，当該ＩＰＯ取引参

加者が作成した推薦書を提出した市場第

一部及び市場第二部の上場会社並びに現

行ヘラクレス上場会社が発行する有価証

券の売買を行うことができる。 

４ 取引参加者料金 ・ 経営統合後のＪＡＳＤＡＱ市場の市場動向や大証の経

営状況等を勘案し，見直しを別途検討する。 

 

・ 取引料に係る料率については，引下げ

の方向で検討。 

Ⅷ 売買制度の整備に

ついて 

  

１ 信用取引・貸借取

引  

・ 市場統合後の指定証券金融会社や制度信用・貸借銘柄

の選定基準等については，別途検討する。 

・ 指定証券金融会社や制度信用・貸借銘

柄の選定基準については，経営統合後に

は現行ヘラクレス及びＪＡＳＤＡＱ等の

各市場で異なることとなるが，これを市

場統合後に，単一の証券金融会社，同じ

選定基準として統一することとする。 

・ 市場第一部及び市場第二部に係る指定

証券金融会社や制度信用・貸借銘柄の選

定基準については，現状のとおりとする。 
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項 目 内 容 備 考 

２ リクイディティ・

プロバイダー（ＬＰ）

制度 

 

 

 

 

 

 

(1) 対象とする銘柄 

 

・ リクイディティ・プロバイダー（以下「ＬＰ」）の対象

となる銘柄は，ＪＡＳＤＡＱ市場の全銘柄とする。ただ

し，高流動性銘柄については，後述の流動性供給料の支

払いの対象としない。 

・ 現行ＪＡＳＤＡＱ及びＮＥＯの売買と

同様，上期（１月～６月）と下期（７月

～12 月）のそれぞれについて，合計売買

代金の上位 10 銘柄を高流動性銘柄とす

る。 

・ 市場統合に伴いＪＡＳＤＡＱ市場上場

銘柄となる現行ヘラクレス上場銘柄につ

いても，平成 22 年８月の届出からＬＰ制

度の対象とする。 

 

(2) ＬＰの義務 ・ ＬＰは，「売り又は買いの一方若しくは双方の注文」を

提示するものとする。 

 

・ 現行ＪＡＳＤＡＱ及びＮＥＯの売買と

同じ。 

(3) 取引料金 

 

・ ＬＰの取引に係る取引料は，一般の取引と同様に取り

扱う。 

 

・ 現在は，ザラバ約定のうち，ＬＰが先

に注文を出していた場合の取引につい

て，当該取引に係るＬＰの取引料の 90％

を割り引いている。 
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項 目 内 容 備 考 

(4) 流動性供給料の

支払い 

 

・ ＬＰが，ＬＰとなることを大証に届け出た銘柄（以下

「ＬＰ銘柄」）に係る自己の計算による売買代金に一定の

率を乗じた額を，流動性供給料として支払う。 

 

・ 流動性供給料の支払い対象となるＬＰ

銘柄は，現行のとおり，高流動性銘柄（売

買代金の上位 10 銘柄）を除くこととす

る。 

・ 料率は，取引参加者料金の見直し等と

併せて別途検討する。 

・ 現在は，ＬＰ銘柄のザラバ約定のうち

ＬＰが先に注文を出していた場合の取引

について，当該取引に係る取引料（標準

料率）の５割を支払っている。 

 

(5) その他 ・ その他のＬＰ制度については，市場統合前の制度と同

様とする。 

 

 

３ 立会外分売 ・ ＪＡＳＤＡＱ市場の内国株券に係る立会外分売により

執行できる顧客の売付注文の数量は，現在大証が定めて

いるヘラクレス内国株券に係る当該数量と同じとする。

・ ＪＡＳＤＡＱ市場の内国投資証券及び外国株券に係る

立会外分売により執行できる顧客の売付注文の数量は，

現在大証が定めている内国投資証券及び外国株券に係る

当該数量と同じとする。 

 

 

・ 現行ヘラクレス（スタンダード銘柄）

に係る当該数量はＪＡＳＤＡＱ市場（ス

タンダード銘柄），現行ヘラクレス（グロ

ース銘柄）に係る当該数量はＪＡＳＤＡ

Ｑ市場（グロース銘柄）とそれぞれ同じ

とする。 



 

- 24 - 
 

項 目 内 容 備 考 

４ その他  ・ その他の売買制度については，市場統合前の制度を原

則として適用する。 

・ 市場第一部及び市場第二部等の上場銘

柄とＪＡＳＤＡＱ市場上場銘柄が混在す

るバスケット取引については，現物取引

資格及びジャスダック取引資格の両方を

有する参加者については可能とする。 

 

Ⅸ その他   

 ・ その他所要の改正を行う。 

 

 

 
Ⅲ 実施時期（予定） 

 ・平成 22 年 10 月を目途に実施する。 

以 上
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◇ ＪＡＳＤＡＱ市場の上場対象有価証券 

市 場 統合後の対象有価証券 統合前の対象有価証券 

競争売買市場 

・内国株券 

・外国株券 

・優先出資証券 

・新株予約権証券 

・ＥＴＦ 

・内国投資証券 

・外国投資証券 

・カバードワラント 

・債券 

・転換社債型新株予約権付社債券 

・外国株預託証券 

・受益証券発行信託の受益証券 

 

・内国株券 

・外国株券 

・新株予約権証券 

・ＥＴＦ 

・内国投資証券 

・外国投資証券 

・カバードワラント 

・債券 

・転換社債型新株予約権付社債券 

ＪＡＳＤＡＱ市場 

・内国株券 

・外国株券 

・新株予約権証券 

・転換社債型新株予約権付社債券 

・出資証券 

・内国投資証券 

・内国株券 

・外国株券 

・優先出資証券 

・新株予約権証券 

・転換社債型新株予約権付社債券 

・ＥＴＦ 

・出資証券 

別 紙 



 

- 2 - 
 

市 場 統合後の対象有価証券 統合前の対象有価証券 

・内国投資証券 

・外国投資証券 

・外国株預託証券 

・受益証券発行信託の受益証券 

 

Ｊ－ＮＥＴ 

市場 

競争売買市場及びＪＡＳＤＡＱ市場に上場し

ている，内国株券，ＥＴＦ，内国投資証券，

カバードワラント及び転換社債型新株予約権

付社債券 

 

競争売買市場に上場している，内国株券，ＥＴＦ，

内国投資証券，カバードワラント及び転換社債型

新株予約権付社債券 

 


